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研究成果の概要（和文）：本研究は、不動産賃貸借契約を中心として、一方当事者が相手方の人種、宗教、年
齢、外形的特徴などを理由に契約締結を拒絶することを禁止する法理を探求することを課題とした。3年間の研
究は、研究会開催、フランスでの聴取調査などの方法で行い、主に以下の諸テーマにつき、学術的な成果を得
た。―（1）フランス法における居住用賃貸借に係る差別禁止法理、（2）契約の自由をめぐる民法と憲法の交
錯、（3）不動産契約における相手方選択の自由、（4）日本における民法改正と住宅トラブルへの対応。

研究成果の概要（英文）：This research was aimed at finding legal doctrines which prohibit a party 
concerned from denying conclusion of a rental contract of immovable property based on race, 
religion, age or appearance of the prospective tenant.
During the three fiscal years, we held several study meetings and visited France to collect relevant
 material and to hold interviews with university members, staff of independent administrative 
corporation and social activists. Through these activities, we produced academic outcome mainly on 
the following issues. ― (1) the legal doctrine prohibiting discrimination in the residential 
property lease contract in French law, (2) the interaction of civil law and constitutional law 
concerning the freedom of contract, (3) the freedom to decide the other party to a real estate lease
 contract, and　(4) the revision of the Japanese Civil Code and the handling of housing troubles.

研究分野： 法学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

1．研究開始当初の背景 
 
（1）居住用賃貸借契約において一方当事者
が相手方の人種、宗教、年齢、外形的特徴な
どを理由として当該契約の締結を拒絶する
という紛争に関して、日本とフランスの法的
対応にはいくつかの相違点がある。例えば、
フランスでは当該契約を規律する特別法で
ある 1989 年賃貸借法に差別禁止規定が置か
れているが、日本の借地借家法にはこの種の
規定はない。また、フランス刑法典には差別
犯の規定や反差別団体に私訴権を認める規
定があるが、日本の刑法にはいずれも存在し
ない。このような法状況を反映し、裁判例と
いう点でも日仏の違いがみられる。日本では、
賃貸借契約における差別行為への司法的対
応は不法行為の一般法理によりなされるの
が通例であるが、フランスにおいては上記の
契約法上の差別禁止規定を手掛かりとする
裁判例が多く見られる。 
 
（2）フランスにおける居住用賃貸借契約を
めぐる差別行為への対応については、議会制
定法や判例法といった伝統的な国家的規範
だけでなく、例えば、不動産業界団体規約と
いった非国家的規範（ソフト・ロー）が一定
の紛争処理機能を果たしていることや、「権
利擁護官」（Défenseur des droits）などの独
立行政機関や「 SOS ラシスム」（ SOS 
racisme）といった反差別団体の活動による
紛争解決も奏功しているという特徴も指摘
することができる。 
 
（3）契約締結における差別禁止（平等取扱
い）原則の問題は、近年フランスの法学界で
盛んに議論されている〈民法の憲法化〉ある
いは〈民法と憲法の交錯〉という理論的テー
マに接続している。換言すれば、この問題は、
多段階における憲法的価値の実現という、立
憲国家に共通する課題を提示するものであ
り、その解明は日本法のあり方に大きな示唆
を与えることになる。 
 
2．研究の目的 
 
（1）本研究は、フランスにおいてとりわけ
紛争事例が多い居住用不動産賃貸借契約（借
家契約）を主たる素材として、一方当事者が
相手方の人種、宗教、年齢、外形的特徴など
を理由として契約締結を拒絶することが許
されるかという問題を、公法学者と私法学者
との共働により体系的に解明することを目
的とする。 
 
（2）本研究の一つの力点は、上記「研究開
始当初の背景」で言及した、フランスにおけ
る非国家的規範（ソフト・ロー）の紛争解決
機能、および、非政府機関による紛争解決の
実態の解明におかれる。 
 

（3）本研究のもう一つの力点は、フランス
法における「契約の自由」の憲法的位置づけ
をめぐる論争や裁判例の解析をとおして、
〈民法の憲法化〉ないし〈民法と憲法の交錯〉
という理論的テーマについて考察すること
におかれる。 
 
3．研究の方法 
 
（1）上記の研究課題を遂行するうえで、本
研究がとった方法は、①文献研究、②日本の
状況についての実態調査、③研究会開催によ
る研究情報の交換・共有および④フランスに
おける現地調査である。 
 
（2）とくに②の研究会は、互いに研究分野
を異にする研究メンバーが情報を共有する
うえで重要な場となった。また、④のフラン
ス現地調査では、パリ第一大学・パリ建築大
学校・ナント大学の研究者、「権利擁護官」（独
立行政機関）のスタッフ、「SOS ラシスム」
（反差別団体）の活動家など、多様な調査対
象から多くの貴重な情報を入手することが
できた。 
 
4．研究成果 
 
（1）フランス法における居住用賃貸借に係
る差別禁止法理に関しては、「フランス法に
おける賃貸住宅募集段階の差別禁止――差
別事項・差別の証明・独立行政機関」（後掲・
図書①の執筆担当論稿）において、フランス
法は、第一に、差別禁止法理に関して、賃貸
借法規のみならず刑法典でも差別禁止を規
定し、差別してはならない理由が法律上明確
であり、差別行為証明の手段を法律において
規定していること、第二に、差別禁止法理の
実現に関して、新たに設けられた独立行政機
関が差別禁止法理の実現に役割を果たし、訴
訟に拠らない救済を設けていることを指摘
した。 
 
（2）契約の自由をめぐる民法と憲法の交錯
というテーマについての研究成果としては、
「翻訳：ジョナス・クネチュ『契約の自由』」
（後掲・雑誌論文①）がある。本翻訳では、
従来、フランス憲法において「日陰者的存在」
とされてきた契約の自由が、2000 年憲法院
判決により憲法的価値が認められ、その後は、
契約法において展開されてきた契約におけ
る差別禁止法理が憲法上の要請として再構
成されつつあるという理論史的過程が解明
されている。契約の自由をめぐるこの理論動
向は、〈民法と憲法の交錯〉の典型例を示す
ものといえよう。 
 
（3）不動産契約における相手方選択の自由
のテーマに関しては、フランスについては、
前掲翻訳において言及がなされている。同翻
訳の「契約の自由と銀行口座開設の権利」に



関する一節である。ここでは、銀行の顧客選
択の自由が契約の自由の一側面として一般
的には認められるものの、銀行による消極的
選別が「最も弱い立場にある人々」を銀行サ
ービスから排除することになる場合は、これ
らの者の口座開設の権利に対抗できない、そ
れは一般利益により正当化される契約の自
由の制限である、と説かれている。 
 日本法での不動産契約における相手方選
択の自由が問題となる状況は、特定の者を契
約の相手方から除外するという排除の法理
として用いられる場合に認識され、そして、
実務上は両義的な効果をもたらすことを指
摘した。すなわち、一方では、居住用賃貸借
において貸主が高齢者、障害者、外国人など
を借主として受け入れることを拒否する根
拠として利用するものであり、住宅確保要配
慮者という存在を発生させている。他方では
反社会的勢力を日本社会から排除するため
に、これに属する者の不動産の取得及び利用
を拒絶する根拠として活用されている。 
 
（4）日本における民法改正と住宅トラブル
への対応のテーマについては、以下のような
成果を得た。――日本法において個人が自己
の居住用財産を取得するための契約方式は
売買契約と請負契約であるが、消費者（買
主・注文主）の立場から見ると、売主・請負
人が負うべき瑕疵担保責任の内容に差異が
あり、実務上は定型的な特約により消費者に
不利な内容となっているにもかかわらず、情
報の非対称性の存在等不動産契約における
実質的衡平性が確保されていないことから、
消費者が自己にとって最適な売主・請負人を
選択することが事実上困難な状況にあるこ
とを指摘した。その上で、民法改正により売
買と請負に関する規律の内容が変更された
ことを踏まえ、消費者の利益を確保するため
に必要な売買・請負の契約条項のモデルを提
言した。 
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